
   明石市水道事業における契約事務手続等に関する要綱 

 

 （明石市建設工事の共同企業体取扱要綱の準用） 

第１条 明石市建設工事の共同企業体取扱要綱（昭和６１年５月１日制定）の規定

は、水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において明石市建

設工事の共同企業体取扱要綱の規定中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と、

同要綱第１条中「本市」とあり、同要綱第８条中「市」とあるのは「明石市水道

局」と読み替えるものとする。 

 （建設工事の入札・契約手続の公表に関する事務取扱要綱の準用） 

第２条 建設工事の入札・契約手続の公表に関する事務取扱要綱（平成１３年３月

１６日制定）の規定は、水道局が契約を締結する場合について準用する。この場

合において建設工事の入札・契約手続の公表に関する事務取扱要綱第１条中「明

石市」とあり、同要綱第２条中「明石市」とあるのは「明石市水道局」と、同要

綱第６条中「明石市契約規則（平成５年規則第１０号）」とあるのは「明石市水道

事業契約規程（平成２１年水道事業管理規程第１３号）第２条の規定により読み

替えて準用する明石市契約規則（平成５年規則第１０号。）」と、同要綱第９条第

２項中「財務室」とあるのは「契約担当」と読み替えるものとする。 

 （明石市制限付一般競争入札実施要綱の準用） 

第３条 明石市制限付一般競争入札実施要綱（平成１９年７月２３日制定）の規定

は、水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において明石市制

限付一般競争入札実施要綱の規定中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と、

同要綱第１条中「明石市契約規則（平成５年規則第１０号。（以下「規則」という。）」

とあり、同要綱の第２条及び第４条中「規則」とあるのは、「明石市水道事業契約

規程（平成２１年水道事業管理規程第１３号）第２条の規定により読み替えて準

用する明石市契約規則（平成５年規則第１０号。）」と、同要綱第１条中「財務室

契約担当の課長及び担当課長（以下「契約担当課長」という。）」とあり、同要綱

第５条第１項第２号及び第４号並びに第１１条中「契約担当課長」とあるのは、

「水道局契約担当課長」と読み替えるものとする。 

 （工事等の入札・契約事務取扱要領の準用） 

第４条 工事等の入札・契約事務取扱要領（平成６年４月１日制定）の規定は、水

道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において工事等の入札・

契約事務取扱要領第１条中「明石市」とあるのは「明石市水道局」と、同要領第

１条中「明石市契約規則（平成５年規則第１０号。以下「規則」という。）」とあ



り、同要領第４条中「規則」とあるのは「明石市水道事業契約規程（平成２１年

水道事業管理規程第１３号）第２条の規定により読み替えて準用する明石市契約

規則（平成５年規則第１０号。）」と読み替えるものとする。 

 （明石市公共工事低入札価格調査実施要領の準用） 

第５条 明石市公共工事低入札価格調査実施要領（平成１２年４月１日制定）の規

定は、水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において明石市

公共工事低入札価格調査実施要領第１条中「市」とあるのは「明石市水道局」と、

「明石市契約規則（平成５年規則第１０号）」とあるのは、「明石市水道事業契約

規程（平成２１年水道事業管理規程第１３号）第２条の規定により読み替えて準

用する明石市契約規則（平成５年規則第１０号。）」と読み替えるものとする。 

 （明石市公共工事苦情処理手続要領の準用） 

第６条 明石市公共工事苦情処理手続要領（平成１４年１０月３０日制定）の規定

は、水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において明石市公

共工事苦情処理手続要領の規定中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と、同

要綱第１条中「明石市」とあるのは「明石市水道局」と読み替えるものとする。 

（明石市公共工事の前金払等に関する事務処理要領の準用） 

第７条 明石市公共工事の前金払等に関する事務処理要領（平成２１年６月２５  

日制定）の規定は、水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合に

おいて明石市公共工事の前金払等に関する事務処理要領の規定中「市長」とある

のは「公営企業管理者」と、同要領第１条中「明石市財務規則（昭和４０年規則

第１７号）第５８条第２項」とあるのは「明石市水道事業会計規程（昭和４５年

企業管理規程第５号）第３９条第２項」と読み替えるものとする。 

 （地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務処理要領の準用） 

第８条 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務処理要領

（平成２１年６月２５日制定）の規定は、水道局が契約を締結する場合について

準用する。この場合において地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に

関する事務処理要領の規定中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と、同要領

第１条中「明石市（以下「本市」という。）」とあり、同要領第２条、第３条、第

５条及び第７条中「本市」とあり、及び同要領第６条及び第１４条中「市」とあ

るのは「明石市水道局」と、同要領第１条中「明石市工事請負契約約款」とある

のは「明石市水道局工事請負契約約款」と読み替えるものとする。 

 (その他の手続等) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、明石市水道事業における契約事務手続等に



ついては、明石市における契約事務手続等の例による。  

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 次の要綱及び要領を廃止する。 

 (１) 明石市水道部共同企業体取扱要綱（平成１１年７月１６日制定） 

 (２) 明石市水道部競争入札等参加資格業者の公表に関する事務取扱要綱（平成

１２年３月３１日制定） 

 (３) 建設工事の入札・契約手続の公表に関する事務取扱要綱（平成１３年３月

２９日制定） 

 (４) 明石市水道部競争入札等審査会要綱（平成１５年３月１０日制定） 

 (５) 明石市水道部制限付一般競争入札実施要綱（平成１５年３月３１日制定） 

 (６) 水道部工事等の入札・契約事務取扱要領（平成６年３月３１日制定） 

 (７) 明石市水道部公共工事低入札価格調査実施要領（平成１２年３月３１日制

定） 

 (８) 明石市水道部公共工事低入札価格調査基準積算要領（平成１２年３月３１

日制定） 

 (９) 明石市水道部公共工事苦情処理手続要領（平成１５年９月２５日制定） 

附 則 

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


